
第 60 回
　

定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

※　新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け
て、株主の皆様の安全・安心を最優先に、本株
主総会へのご来場を控えていただき、郵送によ
り議決権をご行使くださいますようお願い申し
あげます。

※　本株主総会の議決権行使は、書面による事前
行使が可能です。同封の議決権行使書用紙に議
案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずに
ご投函ください。

　2022年9月1日に電子提供制度が施行されたことを受け
て、次回（2023年3月以降）の株主総会から、株主総会資料
は当社ウェブサイト等に掲載し、株主の皆様のお手元には簡
易な招集通知（ウェブサイトに掲載したこと及びURL等を記
載したお知らせ）のみをお届けすることになります。
　次回以降の株主総会について、株主総会資料を書面で受領
したい株主様は、「書面交付請求」のお手続きをお取りいた
だくことができます。
　「書面交付請求」のお手続きにつきまして、証券会社にお
申し出の場合は、口座を開設している証券会社へ、株主名簿
管理人にお申し出の場合は、三菱UFJ信託銀行へお問い合わ
せください。
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2022年9月21日（水曜日）
午前10時
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鹿児島市新照院町41番1号
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（証券コード：1381）
2022年9月5日

株 主 各 位

鹿 児 島 市 草 牟 田 二 丁 目 1 番 8 号
株 式 会 社 ア ク シ ー ズ
代表取締役社長 伊 地 知 　 高 正

１． 日 時 2022年9月21日（水曜日）午前10時
２． 場 所 鹿児島市新照院町41番1号

SHIROYAMA HOTEL kagoshima（城山ホテル鹿児島）4階 アイリス
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）

第60回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第60回定時株主総会を開催いたしますので、下記のとおりご案内申し
あげます。
本年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止にむけて、株主の皆様の安全・安心を
最優先に、本株主総会へのご来場を見合わせていただき、郵送により議決権をご行
使（2022年9月20日（火曜日）午後5時まで）くださいますようお願い申しあげま
す。

［書面（郵送）による議決権の行使］
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、上記の行使期限までに到着するよう折
返しご送付ください。

敬　具
記

新型コロナウイルス感染症の状況等により、上記の時間・場所等に変更が生じる場合には、インター
ネット上の当社ウェブサイト（http://www.axyz-grp.co.jp）に掲載させていただきます。
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３． 会議の目的事項

報 告 事 項 １. 第60期（2021年7月1日から2022年6月30日まで）事業報告、連結
計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果
報告の件

２. 第60期（2021年7月1日から2022年6月30日まで）計算書類報告の
件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

     

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあ
げます。

◎本招集ご通知において提供すべき書類のうち、事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」、
「会計監査人に関する事項」及び「業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項」、連結
計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算
書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネ
ット上の当社ウェブサイト（http://www.axyz-grp.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通
知の添付書類には記載しておりません。
なお、本招集ご通知の添付書類は、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報
告、連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、会計監査人が会計監査報告を作成するに際し
て監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネ
ット上の当社ウェブサイト（http://www.axyz-grp.co.jp）に掲載させていただきます。

◎当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、株主様におかれましても軽装でご出
席くださいますようお願い申しあげます。

◎新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ご来場の株主様の体温測定をさせていただき、
37.5℃以上の発熱が認められた方や体調不良と見受けられる方には、ご入場の制限等をさせてい
ただく場合がございます。また、ご来場の株主様にはマスクの着用やアルコール消毒などのご協力
をお願いいたします。
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(自　2021年 7 月 1 日)至　2022年 6 月30日

区 分
第59期

(2021年６月期)
第60期

(2022年６月期) 前 連 結 会 計 年 度 比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 増 減 金 額 増 減 率
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

食 品 17,456 82.5 18,009 82.9 553 3.2

外 食 3,195 15.1 3,202 14.7 7 0.2

エ ネ ル ギ ー 509 2.4 512 2.4 3 0.7

合 計 21,160 100.0 21,725 100.0 564 2.7

（添付書類）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況に関する事項
⑴ 企業集団の事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の
制限が緩和され、経済社会活動の正常化が進み、景気は持ち直しの動きがみられましたが、緊
迫した国際情勢、資源価格等の上昇、円安の進行など、景気の先行きは不透明な状況で推移し
ました。
　鶏肉業界におきましては、主要製造コストである飼料原料価格が大幅に高騰していることに
加え、その他人件費等の製造コストの上昇が継続しております。また、消費者の内食需要の高
まりや他畜種に対する価格優位性から、鶏肉相場は安定しているものの、国内における鶏肉の
生産が増加したことにより、需給バランスは緩んできており、今後も厳しい状況が続くものと
思われます。
　このような状況の中、当社グループの業績は、売上高217億25百万円（前期比2.7％増）と
なりました。利益面につきましては、営業利益24億53百万円（同27.2%減）、経常利益26億
69百万円（同23.9％減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、19億43百万円（同
19.4％減）となりました。
　なお、セグメント別の売上高の状況は、次のとおりであります。
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⑵ 企業集団の資金調達の状況
　特記すべき資金調達はありません。

⑶ 企業集団の設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資の総額は32億41百万円であります。その主なものは、鶏肉
加工工場の設備増強であり、更なる生産性向上のため実施いたしました。

区 分 第 57 期
(2019年6月期)

第 58 期
(2020年6月期)

第 59 期
(2021年6月期)

第60期(当連結会計年度)
(2022年6月期)

売 上 高(百万円) 19,586 19,770 21,160 21,725

経 常 利 益(百万円) 2,560 2,826 3,508 2,669

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,807 1,973 2,412 1,943

１株当たり当期純利益 （円） 321.81 351.50 429.52 346.07

総 資 産(百万円) 16,426 17,956 20,197 21,408

純 資 産(百万円) 13,815 15,394 17,328 18,772

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 2,460.01 2,741.31 3,085.62 3,342.87

⑷ 企業集団の財産及び損益の状況の推移

⑸ 企業集団の対処すべき課題
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の制
限が緩和され、経済社会活動の正常化が進み、景気は持ち直しの動きがみられましたが、緊迫し
た国際情勢、資源価格等の上昇、円安の進行など、景気の先行きは不透明な状況で推移しまし
た。
　鶏肉業界におきましては、主要製造コストである飼料原料価格が大幅に高騰していることに加
え、その他人件費等の製造コストの上昇が継続しております。また、消費者の内食需要の高まり
や他畜種に対する価格優位性から、鶏肉相場は安定しているものの、国内における鶏肉の生産が
増加したことにより、需給バランスは緩んできており、今後も厳しい状況が続くものと思われま
す。
　こうした状況下におきまして、当社グループは生産性の向上により販売数量の最大化を目指す
とともに、販売価格の適正化を進めてまいります。
　また、消費者に対する安全・安心への信頼を保証すべく、更なる品質管理体制の発展に注力い
たします。
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⑹ 企業集団の主要な事業内容（2022年6月30日現在）
　当社の企業集団は、当社、連結子会社7社及び持分法適用関連会社1社で構成されており、主
として次の事業を行っております。
① 鶏肉（チルド及びフローズン）及び鶏肉に加熱、味付け等の加工を施した商品の製造販売
② ケンタッキーフライドチキン及びピザハット店舗のＦＣ事業
③ 再生可能エネルギーの供給

⑺ 企業集団の主要拠点等（2022年6月30日現在）
①当社の主要拠点
本社、川上工場、宮之浦工場、南栄事業所　　（鹿児島県鹿児島市）
宮之城工場、薩摩工場、鹿児島工場　　　　　（鹿児島県薩摩郡さつま町）
東京営業所　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都文京区）
②子会社の主要拠点
アクシーズフーズ本社　　　　　　　　　　　（東京都文京区）
錦江湾飼料鹿児島工場　　　　　　　　　　　（鹿児島県鹿児島市）

セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

食品 1,161名（ ‐） 57名減

外食 102名（ 675） 17名増

エネルギー ‐名（ ‐） ‐

合　　計 1,263名（ 675） 40名減

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

871名 62名減 37.0歳 6.4年

⑻ 企業集団及び当社の従業員の状況（2022年6月30日現在）
①企業集団の状況

（注) 従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を
含む。）であり、（　）書きは外書きで臨時従業員の期中平均雇用人員を記載しております。

②当社の状況

（注) 従業員数の中には常勤嘱託社員20名を含んでおります。
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会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社アクシーズフーズ 10百万円 100.0％ 外食事業及び鶏肉とその鶏肉加工食品の販売

錦 江 湾 飼 料 株 式 会 社 30 100.0 飼 料 の 製 造 販 売

株式会社アクシーズケミカル 20 100.0 シラスバルーン及びゼオライトの製造販売

⑼ 重要な親会社及び子会社の状況
①重要な親会社の状況
　該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
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⑴ 発行可能株式総数 19,350,000株
⑵ 発行済株式の総数 5,617,500株(うち自己株式1,758株)
⑶ 株主数 2,111名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 照 国 興 産 600,000株 10.68％

伊 地 知 　 高 正 502,815 8.95

伊 地 知 　 芳 正 502,815 8.95

日 本 ハ ム 株 式 会 社 500,000 8.90

株 式 会 社 鹿 児 島 銀 行 280,000 4.98

伊 地 知 　 恭 正 250,200 4.45

伊 地 知 　 昭 正 250,200 4.45

農 林 中 央 金 庫 210,000 3.73

村 　 　　尾　　　万紀子 185,000 3.29

伊 地 知 　 洋 正 185,000 3.29

２. 会社の株式に関する事項（2022年6月30日現在）

⑷ 大株主（上位10名）

（注) 持株比率は自己株式（1,758株）を控除して計算しております。
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地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 伊 地 知 　 高 　 正 錦 江 湾 飼 料 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長

常 務 取 締 役 榊󠄁 茂 株式会社アイエムポートリー代表取締役社長

取締役（監査等委員・常勤） 松 　 山 　 　 　 照

取締役（監査等委員） 山 之 内 　 浩 　 明 有限会社山之内コンピューター会計代表取締役
税 理 士 法 人 れ い め い 代 表 社 員

取締役（監査等委員） 新 　 倉 　 哲 　 朗

役 員 区 分
報酬等の総
額
（百万円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 百 万 円 ） 対象となる
役員の員数
（人）固 定 報 酬 業績連動報酬 退 職 慰 労 金 左記のうち、

非金銭報酬等

取締役
（監査等委員を除く。）
（社外取締役を除く。）

35 32 － 2 － 2

取締役
（監査等委員）
（社外取締役を除く。）

3 3 － 0 － 1

社外取締役
（監査等委員） 0 0 － － － 1

３. 会社役員に関する事項
⑴ 取締役の状況（2022年6月30日現在）

（注）１. 取締役山之内浩明氏及び新倉哲朗氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 取締役山之内浩明氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものでありま

す。
３. 情報収集の充実を図り、内部統制監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化
するために、松山照氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４. 当社は、取締役新倉哲朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

⑵ 取締役の報酬等の総額
① 当事業年度に係る役員の報酬等の総額

（注）１. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2017年９月12日開催の第55回定時株主総会において、年額120
百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、２名です。

２. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2017年９月12日開催の第55回定時株主総会において、年額30百万円以
内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、３名です。

３. 社外取締役（監査等委員）の員数は、無支給者が１名いるため、当事業年度支給対象人員数と相違しております。
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区 分 氏 名 兼 職 先 会 社 名 兼 職 の 内 容

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 山 之 内 　 浩 　 明

有限会社山之内コンピューター会計 代 表 取 締 役
税 理 士 法 人 れ い め い 代 表 社 員

区 分 氏 名 活 動 状 況

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 山 之 内 　 浩 　 明

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、税理士とし
ての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するために適宜発言を行っております。
また、当事業年度において開催された監査等委員会4回の全てに出席
し、主に当社の経理システム並びに内部統制監査について適宜、必
要な発言を行っております。

社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 新 倉 哲 朗

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、弁護士とし
ての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、当事業年度において開催された監査等委員会4回の全てに出席
し、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な
発言を行っております。

② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関す
る事項

　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、役員報酬規程に従い、役位、職
責、在任年数および当社の業績等を考慮しながら適正な水準とすることを基本方針としてお
ります。具体的には固定報酬としての基本報酬および賞与ならびに退職慰労金により構成し
ております。

　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬と
し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しな
がら、総合的に勘案して決定しております。

　　　賞与を支給する場合は、当社の業績、従業員賞与とのバランス等を総合的に勘案のうえ、
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額とは別枠に株主総会の決議を経
て、毎年一定の時期に支給しております。

　　　退職慰労金は、別に定める退職慰労金規程に基づき取締役会で決定した額を、株主総会の
決議を経て、退任後の一定の時期に支給しております。

　　　個人別の報酬額については、監査等委員である取締役を含む取締役会で審議を行ってお
り、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。

⑶ 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況等及び当社と当該他の法人等との関係

② 社外役員の主な活動状況
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（2022年6月30日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

11,003
6,280

1
1,917
286
433
1,078
1,006
△0

10,404
9,466
1,044
910
3,380
115
2,370
1,645

1
937
523
58
354　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 2,202
買 掛 金 522
未 払 金 1,286
リ ー ス 債 務 38
未 払 法 人 税 等 220
そ の 他 133

固 定 負 債 433
社 債 35
リ ー ス 債 務 92
繰 延 税 金 負 債 0
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 50
退 職 給 付 に 係 る 負 債 204
そ の 他 49

負 債 合 計 2,635
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 18,656
資 本 金 452
資 本 剰 余 金 428
利 益 剰 余 金 17,777
自 己 株 式 △2

その他の包括利益累計額 116
その他有価証券評価差額金 116

純 資 産 合 計 18,772
資 産 合 計 21,408 負 債 純 資 産 合 計 21,408

連 結 貸 借 対 照 表

（注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(自　2021年 7 月 1 日
至　2022年 6 月30日)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 21,725
売 上 原 価 15,506

売 上 総 利 益 6,219
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,765

営 業 利 益 2,453
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 12
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 3
受 取 家 賃 17
為 替 差 益 15
補 助 金 収 入 141
そ の 他 34 225

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4
減 損 損 失 2
そ の 他 2 10
経 常 利 益 2,669

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 5 5

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,663
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 746
法 人 税 等 調 整 額 △26 720
当 期 純 利 益 1,943
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,943

連 結 損 益 計 算 書

（注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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（2022年6月30日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ） （ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

7,934
3,846
1,808
285
436
619
357
40
539

9,600
8,883
676
212
794
48

3,301
115
2,091
1,644

0
717
287
172
0
36
220　

流 動 負 債 1,689
買 掛 金 428
関 係 会 社 短 期 借 入 金 75
未 払 金 983
リ ー ス 債 務 38
未 払 法 人 税 等 60
預 り 金 65
そ の 他 38

固 定 負 債 309
リ ー ス 債 務 92
退 職 給 付 引 当 金 175
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 41

負 債 合 計 1,999
（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本 15,461

資 本 金 452
資 本 剰 余 金 428
資 本 準 備 金 428

利 益 剰 余 金 14,582
利 益 準 備 金 41
そ の 他 利 益 剰 余 金 14,541
特 別 償 却 準 備 金 44
別 途 積 立 金 2,250
繰 越 利 益 剰 余 金 12,246

自 己 株 式 △2
評 価 ・ 換 算 差 額 等 74

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 74
純 資 産 合 計 15,535

資 産 合 計 17,535 負 債 純 資 産 合 計 17,535

貸　借　対　照　表

（注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(自　2021年 7 月 1 日)至　2022年 6 月30日
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 18,467
売 上 原 価 14,467
売 上 総 利 益 3,999

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,096
営 業 利 益 1,902

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 286
受 取 家 賃 11
為 替 差 益 15
そ の 他 42 356

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4
減 損 損 失 2
そ の 他 2 9
経 常 利 益 2,250

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 5 5
税 引 前 当 期 純 利 益 2,244
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 505
法 人 税 等 調 整 額 △17 487
当 期 純 利 益 1,757

損　益　計　算　書

（注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 野 澤 啓

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 室 井 秀 夫

独立監査人の監査報告書
2022年8月25日

株式会社アクシーズ
  取締役会　御中    

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　岡　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社アクシーズの2021年7月1日から2022年6
月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、株式会社アクシーズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法
人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払
うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 野 澤 啓

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 室 井 秀 夫

独立監査人の監査報告書
2022年8月25日

株式会社アクシーズ
　取締役会　御中　

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
　　　　　　福　岡　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社アクシーズの2021年7月1日か
ら2022年6月30日までの第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2021年7月1日から2022年6月30日までの第60期事業年度における取締役の職務
の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
⑴　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な
会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し
ました。また、子会社につきましては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
⑵　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶ 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年８月29日
株式会社アクシーズ　監査等委員会
常勤監査等委員 松　山　　　照 ㊞
社外監査等委員 山之内　浩　明 ㊞
社外監査等委員 新　倉　哲　朗 ㊞

　

監査等委員会の監査報告

以　上
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株主総会参考書類
第1号議案 剰余金の処分の件
　当社は、安定的な経営基盤の確保に努めるための設備投資と会社の競争力の維持強化を行うと
ともに、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けており、業績に裏付けされた成
果の配分を行うことを基本方針としております。
　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、前期の期
末配当より5円増配することとし、普通配当１株につき95円とさせていただきたいと存じます。
　期末配当に関する事項

① 配当財産の種類
　金銭

② 配当財産の割当に関する事項及びその総額
　当社普通株式　 1株につき金95円
　　　　　　　　　　普通配当　　　　　 95円（前期末に比べ5円増配）
　配当総額　　　533,495,490円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2022年9月22日
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第2号議案 定款一部変更の件
1．提案の理由

　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定す
る改正規定が2022年９月１日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に
備えるため、次のとおり定款を変更 するものであります。
(１)変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置

をとる旨を定めるものであります。
(２)変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲

を限定するための規定を設けるものであります。
(３)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不

要となるため、これを削除するものであります。
(４)上記の削除に伴い、附則を設けるものであります。
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現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第14条　　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計
算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情
報を、法務省令に定めるところに従いインタ
ーネットを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみなすこと
ができる。

（削除）

（新設） （電子提供措置等）
第14条　　当会社は、総会の招集の際し、株主総会参

考書類等の内容である情報について、電子提
供措置をとるものとする。

2．　当会社は、電子提供措置をとる事項のう
ち、法務省令で定めるものの全部または一部
について、議決権の基準日まで書面交付請求
した株主に対して交付する書面に記載しない
ことができる。

（新設） （附則）
第1条　　　2022年９月１日（以下「施行日」とい

う）から６ヵ月以内の日を株主総会の日とす
る株主総会については、定款第14条（株主
総会参考書類等のインターネット開示とみな
し提供）はなお効力を有する。

2．　　本附則は、施行日から６ヵ月を経過した日
または前項の株主総会から３ヵ月を経過した
日のいずれか遅い日をもって、これを削除す
る。

2．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社の
株 式 数

１
い

伊
 

　
ぢ

地
 

　
ち

知
 

　
たか

高
 

　
まさ

正
(1975年3月3日生)

    2005年    2 月 当社入社
    2007年    7 月 管理部長
    2007年    9 月 取締役
    2009年    9 月 専務取締役
    2017年    9 月 代表取締役社長（現）

（重要な兼職の状況）
錦江湾飼料株式会社代表取締役社長

502,815株

２
さかき

榊󠄁
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
しげる

茂
(1953年9月29日生)

    1977年    4 月 当社入社
    2001年    9 月 取締役
    2003年    7 月 生産部長
    2017年    9 月 常務取締役（現）

（重要な兼職の状況）
株式会社アイエムポートリー代表取締役社長

20,800株

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（2名）は、本
総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であ
ると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
以上
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株主総会会場ご案内図

会　場：鹿児島市新照院町41番１号
SHIROYAMA HOTEL kagoshima（城山ホテル鹿児島） 4階 アイリス

電　話：099－224－2211

3

3

10

225

225

至空港･熊本･宮崎

鹿児島北I.C.
至
川
内
･
熊
本

九
州
自
動
車
道

新上橋

JR鹿児島中央駅

高見馬場

西郷隆盛銅像

市立美術館
城山ホテル鹿児島

西郷洞窟

西郷終焉の地

黎明館
水族館口

桜島桟橋

鹿児島駅前

至霧島・宮崎

照国神社

新屋敷

武之橋 甲突川
鹿児島I.C.

至指宿

交通のご案内
鹿児島空港から　　　　　　車で40分
ＪＲ鹿児島中央駅から　　　車で10分
天文館通りから　　　　　　車で10分


